
 
 

 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

平
成
三
十
年
十
二
月
八
日 

参
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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

本
法
附
則
第
二
条
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
人
材
確
保
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
地
域
に
お
い
て
外
国
人
労
働
者
に
よ
り
不
足
す

る
人
材
を
確
保
す
る
た
め
の
具
体
的
措
置
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二 

特
定
技
能
外
国
人
が
日
本
人
と
同
等
額
以
上
の
適
正
な
賃
金
の
支
払
い
を
受
け
、
公
正
な
処
遇
を
受
け
る
よ
う
、
関
係
省

令
等
に
適
切
な
規
定
を
設
け
、
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
報
酬
の
適
正
性
に
関
す
る
判
断
基
準
等
を
検
討
す

る
と
と
も
に
、
特
定
技
能
雇
用
契
約
の
適
格
性
を
厳
正
に
審
査
し
、
関
係
機
関
の
緊
密
な
連
携
の
下
、
受
入
機
関
及
び
登
録

支
援
機
関
に
対
し
、
賃
金
の
支
払
状
況
や
支
援
の
実
施
状
況
等
に
つ
い
て
の
監
督
を
十
分
に
行
い
、
不
正
行
為
が
あ
っ
た
と

き
は
厳
正
に
対
処
す
る
こ
と
。 

三 

技
能
実
習
に
関
す
る
制
度
及
び
外
国
人
留
学
生
が
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
十
九
条
第
二
項
の
許
可
を
受
け
て
行

う
報
酬
を
受
け
る
活
動
に
関
す
る
制
度
の
運
用
の
実
態
を
検
証
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
制
度
又
は
運
用
の
見
直
し
そ

の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

四 

外
国
人
労
働
者
及
び
そ
の
家
族
に
関
す
る
社
会
保
障
制
度
及
び
日
本
語
教
育
を
含
む
教
育
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
こ

れ
ら
制
度
の
適
切
な
運
用
を
確
保
し
つ
つ
共
生
社
会
を
実
現
す
る
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

五 

特
定
技
能
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
生
産
性
向
上
や
国
内
人
材
の
確
保
の
た
め
の
取
組
を
十
分
に
行
っ
て
も
な
お
人
手



不
足
の
状
況
に
あ
る
分
野
で
あ
る
こ
と
を
客
観
的
デ
ー
タ
等
を
用
い
て
適
切
に
判
断
し
、
か
つ
、
所
要
の
技
能
を
有
す
る
こ

と
を
試
験
等
に
よ
り
正
確
に
判
定
す
る
な
ど
、
制
度
の
趣
旨
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
特
定
技
能
外
国
人
の
受
入
れ
に
よ
り

日
本
人
労
働
者
の
労
働
条
件
低
下
を
招
く
こ
と
が
な
い
よ
う
、
関
係
機
関
の
連
携
の
下
、
状
況
に
応
じ
、
当
該
分
野
の
受
入

れ
停
止
を
含
む
適
切
な
対
応
を
と
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

六 

分
野
別
運
用
方
針
に
記
載
す
る
受
入
れ
見
込
み
数
は
、
政
府
が
国
会
答
弁
で
述
べ
た
と
お
り
、
当
該
分
野
の
雇
用
情
勢
全

般
に
関
わ
る
事
項
に
つ
い
て
の
大
き
な
変
化
が
生
じ
な
い
限
り
、
受
入
数
の
上
限
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
。 

七 

特
定
技
能
外
国
人
の
送
出
国
に
お
け
る
悪
質
な
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
介
在
等
を
防
止
し
つ
つ
有
為
の
外
国
人
材
を
受
け
入
れ
る

た
め
、
送
出
国
当
局
と
も
連
携
し
つ
つ
、
実
効
性
の
あ
る
方
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

八 

不
法
滞
在
者
等
を
不
法
に
雇
い
入
れ
る
雇
用
主
や
不
法
就
労
を
あ
っ
せ
ん
す
る
悪
徳
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
責
任
が
重
大
で
あ
る

こ
と
に
鑑
み
、
関
係
機
関
の
連
携
を
強
化
し
、
不
法
就
労
助
長
行
為
の
防
止
及
び
厳
格
な
取
締
り
に
努
め
る
こ
と
。 

九 

我
が
国
に
適
法
に
在
留
す
る
外
国
人
労
働
者
の
権
利
利
益
が
十
分
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
及
び
外
国
人
が
不
当
な
差
別
を
受

け
る
こ
と
な
く
我
が
国
社
会
で
共
生
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
、
関
係
機
関
の
連
携
の
下
、
法
令
違
反
、
不
正
行
為

に
対
す
る
厳
格
な
対
応
を
行
う
と
と
も
に
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
型
の
相
談
窓
口
を
設
け
る
な
ど
し
て
、
外
国
人
が
相
談
を
し
や

す
い
仕
組
み
の
構
築
を
検
討
す
る
こ
と
。 

十 

近
年
の
我
が
国
の
在
留
外
国
人
数
の
増
加
を
踏
ま
え
、
在
留
外
国
人
か
ら
の
永
住
許
可
申
請
に
対
し
て
は
、
出
入
国
管
理

及
び
難
民
認
定
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
要
件
の
適
合
性
に
つ
い
て
、
厳
格
に
審
査
を
行
う
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


